
 

山形県健康増進計画 

アクションプログラム 

 
 

 

 

平成２１年７月 

山 形 県 
 



 

目      次 
 

 

第１章 アクションプログラムの策定について ･････････････････････  1 

１ 策定趣旨等 ･････････････････････････････････････････････  1 

２ アクションプログラムの構成と進行管理等 ･････････････････  1 

３ 健康づくり県民運動の推進 ･･･････････････････････････････  2 

４ 「山形県健康増進計画」の概要･････････････････････････････  4 

 

第２章 アクションプログラム一覧 ･･･････････････････････････････  6 

        アクションプログラム表の見方 ･･･････････････････････････ 10 

 

第３章 各推進分野のアクションプログラム ･･･････････････････････ 11 

１ メタボリックシンドローム対策の推進 ･････････････････････ 11 

２ 生活習慣改善の推進 ･････････････････････････････････････ 27 

  （１）栄養・食生活 ･････････････････････････････････････････ 28 

  （２）身体活動・運動 ･･･････････････････････････････････････ 50 

  （３）休養・こころの健康 ･･･････････････････････････････････ 63 

  （４）たばこ ･･･････････････････････････････････････････････ 72 

  （５）アルコール ･･･････････････････････････････････････････ 87 

３ 疾病予防の推進 ･････････････････････････････････････････ 92 

  （１）循環器病 ･････････････････････････････････････････････ 93 

  （２）糖尿病 ･･･････････････････････････････････････････････ 99 

  （３）がん ･････････････････････････････････････････････････105 

（４）歯の健康 ･････････････････････････････････････････････112 

 

 

 



 - 1 -

第１章 アクションプログラムの策定について 
 

 

 

   県では、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病対策に取り

組んでいくため、健康増進計画（以下「本計画」という。）を平成２０

年３月に改定し、さらなる健康づくりの推進に努めているところです。 

   本計画に基づき、今後とも、県民が楽しみながら、継続して健康づく

りや生活習慣の改善に取り組むことができるよう、行政、関係機関、団

体等がより一層連携を図りながら、計画の着実な推進を図り、健康づく

りのための環境整備を進めていくとともに、「健康寿命の延伸」と「壮

年期死亡の減少」の２つの目標を掲げ、県民のより高い健康意識の実現

を目指してまいります。 

   本計画では、メタボリックシンドローム対策の推進、生活習慣改善の

推進（５分野）及び疾病予防の推進（４分野）について、県民の実践指

針、現状と課題、世代ごとの重点的な取組み及び施策の方向と推進主体

を明確にし、平成２４年度までの５年間の数値目標を設定しています。 

   しかしながら、施策が多分野にわたり、目的が希薄になりがちである

こと、関係機関・団体等が多いことなどを踏まえ、計画の着実な推進を

図るため、連携・協力する関係機関・団体等を施策ごと明示するとともに、

施策に関連する数値目標を明確にしたうえで、各推進分野の施策の方向に

合致する具体的な施策（事業）を取りまとめたアクションプログラムを平

成２０年７月に策定しています。 
   このたび、各アクションプログラムの進捗状況を確認したうえで、新た

に８の施策（事業）を追加するとともに、一部、実施主体や取組み内容等

について必要な見直しを行いました。 
 

 

 

（１）アクションプログラムの構成 

   このアクションプログラムは、メタボリックシンドローム対策と９分

野にわたる施策の方向に合致した８４の施策（事業）を取りまとめ、実

施主体や連携・協力先を明確にするとともに、期待する成果やプランの

数値目標との関連等も明示したうえで、具体的な取組み内容について記

載しました。 

 

１ 策定趣旨等 

２ アクションプログラムの構成と進行管理等 
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（２）アクションプログラムの進行管理と見直し 

   県（保健薬務課）において施策（事業）の実施状況を適宜把握すると

ともに、健康づくり施策や生活習慣病対策に関する状況の変化、施策（事

業）の進捗状況等を勘案し、必要に応じて、施策（事業）の実施主体と

調整のうえ見直しを行ってまいります。 

   なお、見直しは、アクションプログラム策定時と同様、健康づくり推

進本部構成員の意見等を踏まえて行います。 

 

 

 

 県民一人ひとりが、楽しみながら、継続して健康づくりや生活習慣の

改善に取り組むことができるよう、引き続き、県民と行政、関係機関・

団体等が一体となって、健康づくりのための環境整備を進め、健康づく

り県民運動を展開してまいります。 

   今後、より一層健康づくりの機運を高めて、県民運動を推進していく

ために、これまでの「健康づくりの日」と「健康づくり推進月間」に加

え、「健康づくりのキャッチフレーズ」と平成２０年度に新たに設定し

た「健康づくり１０か条」の普及拡大にも取り組んでまいります。 

 

（１）健康づくりのキャッチフレーズ 

 健康づくりの基本である運動習慣の定着や適切な食生活など、正しい

生活習慣による健康の保持増進について、県民に広く呼びかけるために、

メタボリックシンドローム対策における県民の実践指針を「健康づくり

のキャッチフレーズ」として一層の普及拡大を進めてまいります。 

 

「１に運動、２に食事、しっかり禁煙、毎年健診」 

 

（２）「やまがた夢未来健康づくり１０か条」（※Ｐ３参照） 

 本計画では、推進分野ごとに２つから３つの「県民の実践指針」を掲

げていますが、県民がより身近に健康づくりの大切さを感じ、一人ひと

りが、自分に合った健康づくりに継続して取り組んでもらうために、健

康づくりの１０の取組みとして１０か条にまとめました。 

今後、健康づくりや生活習慣改善の普及啓発等の健康づくり県民運動

の推進にあたって、広く周知し、誰でも気軽に健康づくりに取り組める

環境づくりを進めてまいります。 

 

３ 健康づくり県民運動の推進 
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（３）「やまがた夢未来健康づくりの日」（毎月２１日） 

   県民一人ひとりへの健康づくりの動機付け、生活習慣改善のきっかけ

づくりとして、毎月２１日を「やまがた夢未来健康づくりの日」として

います。 

 

（４）「やまがた夢未来健康づくり推進月間」（毎年１０月） 

   県民一人ひとりが自分の健康について考えたり、家族や仲間と一緒に

楽しく健康づくりを実践したりするとともに、行政、関係機関・団体等

が連携して様々な施策を展開し、県民の健康づくりを支援することにつ

いて、特に推進する機会としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やまがた夢未来健康づくり１０か条 

 

 

 

 

１ 体重をチェックし、メタボリックシンドロームを予防しよう 

 

２ 毎日、積極的に身体
か ら だ

を動かそう 

 

３ 食生活の基本、朝ごはんを毎日食べよう 

 

４ 野菜や果物を多くとり、バランスの取れた食事を心がけよう 

 

５ うす味でおいしく食べ、塩分の取りすぎに注意しよう 

 

６ あきらめないで、禁煙にチャレンジしよう 

 

７ 自然にふれ、温泉を利用して、上手にストレスを解消しよう 

     

８ お酒はほどほどに、飲みすぎに注意しよう 

     

９ がん検診を受け、早期に発見、早期に相談をしよう 

     

１０  きちんと磨
みが

いて、定期的に歯と歯ぐきの健診を受けよう 

自分に合った健康づくりに継続して取り組みましょう！ 
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４ 山形県健康増進計画の概要
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第２章　アクションプログラム一覧（１／２）

①温泉活用などリラクゼーションの
　 場の充実
②子育て相談窓口の整備
③地域・学校・産業保健と連携した
　 ストレス対策の推進
④睡眠についての正しい知識の普及
⑤悩みやストレスについての相談
　 体制の充実
⑥こころの病の予防対策の推進

①メタボリックシンドロームに関する
　 普及啓発
②健診・保健指導等による生活習
 　慣の改善

休養・
こころの健康

目標 計画の柱

栄養・食生活

　

「
健
康
寿
命
の
延
伸

」
　
　
・
　
　

「
壮
年
期
死
亡
の
減
少

」

　
　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
対
策
の
推
進

生
活
習
慣
改
善
の
推
進
身体活動・
運動

推進分野

◎うす味でおいしく食べる習慣を
　 つくろう
◎主食、主菜、副菜をそろえた
　 食卓にしよう
◎一日三食を楽しく食べよう

◎自分にあった趣味と生きがいを
　 見いだし積極的な余暇活動を
　 しよう
◎ストレスと上手に付き合おう
◎ぐっすり眠ってすっきり目覚め
　よう

県民の実践指針

◎１に運動、２に食事、しっかり
　 禁煙、毎年健診
◎健診・保健指導を受け、しっかり
　 生活習慣を見直そう

◎週２回以上、運動やスポーツを
　 行おう
◎今より1,000歩多く歩こう
◎冬に運動不足にならないように
　 しよう

①日常生活における身体活動量の
　 増加と運動習慣の定着
②高齢者の体づくりに効果的な運
　 動の普及推進
③冬季に実践できる運動・スポーツ
　 の普及推進

①県民が食生活を改善しやすい
　 環境づくり
②地域、職域、学校ぐるみの食
　 生活の改善
③県民の食生活改善に関する
 　知識の向上と実践

施策の方向
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県 市
町
村

教
育
機
関
等

医
療
機
関
等

医
療
保
険
者

職
域
等

関
係
団
体
等

地
域
組
織

１ 県ホームページ「やまがた健康づくり情報」による普及啓発 ◎ ○ ○ ○

２ 広報媒体、健康づくり10か条、推進月間等を活用した普及啓発 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○

３ 「メタボ予防フェスタ2008」開催による普及啓発 ◎ ○ ○

※ ４ 特定健康診査・特定保健指導の普及啓発 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

５ 特定健康診査・特定保健指導の実施 ○ ○ ○ ◎ ○ ○

６ 特定健康診査・特定保健指導への取組み支援 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

７ 県生活習慣病検診等管理指導協議会による健診事業評価 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

８ 特定保健指導者研修会の開催 ◎ ○ ◎ ○ ◎

９ 市町村健康増進事業、評価検討会の実施 ◎ ◎ ○ ○

10 地域・職域連携推進協議会による課題検討、情報の共有化 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 地域特定健診等連絡協議会による特定健診等の事業評価等 ◎ ○ ○ ○

１ 健康づくりを支援する飲食店等の拡大①,②,③※,④※ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

２ 栄養、食生活に関する健康情報の発信 ◎ ○ ○ ○

３ 子どもの頃からの健全な食習慣の定着 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

４ 食育県民運動の展開 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 食に関する教育の充実 ○ ○ ◎ ○ ○

※ ６ 保育園の食育計画づくりによる食育の推進 ◎ ○ ○

※ ７ 地域における食育教室の開催 ◎ ○ ◎

８ 職場等の給食施設を活用した食生活改善の推進 ◎ ○

９ 食生活関連ボランティアの育成・支援 ◎ ◎ ○

10 健康や栄養に関する学習の場の設置 ◎ ○

11 食事バランスガイド等による食生活改善の普及啓発①②③ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

１２ 栄養・食生活関連事業研修会の開催 ◎ ○ ○ ○ ○

１３ 健康や栄養に関する調査と健康情報の発信 ◎ ○ ○

１４ 特定給食施設等への栄養管理指導の実施 ◎ ○

１５ 地域の食生活改善の推進 ○ ○ ○ ◎

１ 「健康づくりのための運動指針2006」の普及啓発 ◎ ◎ ○ ○

２ １日１％（15分）でできる運動メニューの普及啓発 ◎ ○ ○

３ 子どもの頃からの健全な運動習慣の定着 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

４ 健康運動指導者研修会の開催 ◎ ○ ○

５ 運動関連ボランティアの育成・支援 ◎ ○ ○

６ 運動施設、公共施設等の活用促進のための情報提供①②③ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

７ スポーツ、トレッキング等に関する情報提供①② ○ ◎ ◎ ◎

８ 介護予防体操「花の山形！しゃんしゃん体操」の普及 ◎ ○ ○ ○

９ 冬季に実践できる運動・スポーツの普及推進 ○ ○ ◎ ○

１ 温泉地、温泉施設に関する情報の提供 ○ ○ ◎

２ 芸術文化事業の実施・支援 ◎ ○ ○ ○

３ 子育て相談窓口の設置・運営 ◎ ◎ ○

４ ストレスの解消法とサポートに関する普及啓発 ◎ ○ ○

５ 睡眠に関する正しい知識の普及啓発 ◎ ○ ○ ○

６ 精神保健福祉相談窓口（心の健康相談）の運営 ◎ ○ ○ ○

７ ひきこもりからの脱却しやすい地域づくりの推進 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

８ 自殺対策に関する情報提供と自殺予防に関する知識の普及 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎実施主体　○連携・協力・支援

推進主体

アクションプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※：平成２１年度から新規追加
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第２章　アクションプログラム一覧（２／２）

　

「
健
康
寿
命
の
延
伸

」
　
・
　

「
壮
年
期
死
亡
の
減
少

」

　
　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
対
策
の
推
進

生
活
習
慣
改
善
の
推
進

アルコール

糖尿病

①喫煙と健康に関する知識の普及
②各領域での分煙、禁煙の徹底
③禁煙サポートの充実

◎分煙・禁煙された快適な生活
　 環境を増やそう
◎未成年者の喫煙をなくそう
◎喫煙者は１度はたばこを止めて
 　みよう

たばこ

①一般の人への予防対策の推進
②ハイリスク者（肥満者、血縁者が
　 糖尿病患者等）の予防対策の推進
③糖尿病患者の進行抑制

①飲酒に関する知識の普及
②未成年の飲酒の禁止
③アルコール関連問題の相談窓口
　 の充実

◎未成年者の飲酒をなくそう
◎アルコールに対する体質を
　 知ろう
◎節度ある飲酒量を知り、それを
 　守ろう

◎がん予防のための生活を心が
　 けよう
◎がん検診を受け、早期発見、
　 早期治療をしよう

①一般の人への予防対策の推進
②ハイリスク者（喫煙習慣者等）への
　 予防対策の推進
③がん検診の充実

◎塩分や脂肪の取りすぎに注意
　 しよう
◎心臓に負担のかかる喫煙をや
　 め、運動習慣を取り入れよう
◎健康診断を受け、循環器病の
 　早期発見・早期治療をしよう

◎バランスのとれた食事を心がけ、
　 日常生活の中に運動習慣を取り
　 入れよう
◎健康診断を受け、糖尿病の早期
　 発見・早期治療をしよう

循環器病

疾
病
予
防
の
推
進

歯の健康

がん

◎歯と口の健康のため、かかり
　 つけ歯科医をもとう
◎むし歯予防のため、フッ素
　 （フッ化物）を利用しよう
◎少なくとも年１回は歯と歯ぐき
　 の健診を受けよう

①乳幼児期の歯科保健対策の推進
②学童期の歯科保健対策の推進
③青年期・中高年期の歯科保健対策
　 の推進
④老年期の歯科保健対策の推進

①ハイリスク者（高血圧症、糖尿病、
　 脂質異常症等）への予防対策の
　 推進
②喫煙対策の推進
③寝たきり予防の推進

目標 計画の柱 推進分野 県民の実践指針 施策の方向
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県 市
町
村

教
育
機
関
等

医
療
機
関
等

医
療
保
険
者

職
域
等

関
係
団
体
等

地
域
組
織

１ 健康教育による未成年者の喫煙防止 ○ ○ ◎ ○ ○

２ 若年者への喫煙の健康影響に関する知識の普及啓発 ◎ ◎ ◎ ○ ○

３ 山形県四師会禁煙推進委員会による禁煙に関する普及啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ◎

４ 病院・診療所の敷地内禁煙の推進 ○ ○ ◎ ◎

５ 学校の敷地内禁煙の徹底 ○ ○ ◎ ○

６ 受動喫煙防止対策推進キャンペーンの実施 ◎ ○ ○ ○ ○

７ 受動喫煙防止対策推進等のキャラバンの実施 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

８ 受動喫煙防止等の広報媒体による啓発 ◎ ◎ ○ ◎

９ 禁煙治療実施医療機関の情報提供 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

10 山形県医師会禁煙指導研修会の開催 ○ ○ ○ ◎

11 健診時等の機会を活用した禁煙の動機付け支援 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○

１２ 妊婦やその家族及び子育て世代への禁煙支援 ◎ ◎ ○

１３ 市町村等管理施設受動喫煙防止対策の推進 ◎ ◎ ○

１ ホームページ等による飲酒に関する正しい知識の普及啓発 ◎ ◎ ○ ○ ○

２ 健康教育による未成年者の飲酒の禁止 ○ ○ ◎

３ アルコール家族ミーティングの開催による相談対応 ◎ ○ ○ ○

４ 精神保健福祉相談窓口（酒害相談等）による相談対応 ◎ ◎ ○ ◎

１ 特定健康診査・特定保健指導の実施（再掲） ○ ○ ○ ◎ ○ ○

２ 健康教育・健康相談による生活習慣の改善支援 ○ ◎ ○

３ 介護予防教室の開催等による寝たきり予防の推進 ◎ ◎ ◎ ◎

※推進分野「たばこ」と同様の施策

１ 肥満予防・糖尿病予防に関する知識の普及啓発 ◎ ◎ ○ ○ ○

２ 特定健康診査・特定保健指導の実施（再掲） ○ ○ ○ ◎ ○ ○

３ 健康教育・健康相談による生活習慣の改善支援（再掲） ○ ◎ ○

４ 合併症予防のための食事・運動療法等生活管理の継続 ◎ ○ ○

※ ５ 合併症予防のための地域保健と医療との連携推進 ◎ ○ ○ ○

１ がんの予防に関する情報提供 ◎ ◎ ◎ ○ ○

２ がん検診の普及啓発と受診勧奨 ◎ ◎ ◎ ○ ○

※ ３ がん検診受診向上のための調査・研究等の推進 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

４ がん検診の推進 ○ ◎ ○ ○ ◎

５ 県生活習慣病検診等管理指導協議会による検診事業評価 ◎ ○ ○ ○ ○

１ 歯科保健医療推進協議会による課題検討、情報の共有化 ◎ ○ ○ ○ ○

２ １歳６か月児、３歳児の歯科健診・指導 ◎ ◎ ○ ○

３ 乳幼児の歯科保健啓発パネルの作成・貸し出し ◎ ○ ○

４ フッ素（フッ化物）洗口等の推進による永久歯の保護育成 ◎ ○ ○ ○

５ 歯周疾患検診の推進 ◎ ◎ ○ ○

６ 介護予防のための口腔ケアの推進 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

７ 障がい(児)者の歯科保健医療の推進 ◎ ○ ○ ○

※ ８ 要介護者のための在宅歯科診療の推進 ◎ ○ ○

計 86 （再掲除く）

◎実施主体　○連携・協力・支援

推進主体

アクションプログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※：平成２１年度から新規追加
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アクションプログラム表の見方 

１ 推進分野 

   メタボリックシンドローム対策の推進、生活習慣改善の推進（５分野）及

び疾病予防の推進（４分野）の１０区分にして整理しています。 
２ 施策名（事業名） 
   Ｐ６～Ｐ９のアクションプログラム一覧のとおり施策名を記入しています。

また、県事業として実施しているものについては、（ ）書きで事業名を記 
入しています。 

３ 実施主体 

   県が実施主体の場合は、担当課名又は担当の出先機関名を記入しています。 
   他の機関・団体等が実施主体の場合は、担当の機関・団体等の名称又は総

称を記入しています。 
４ 連携・協力先 

   施策（事業）の実施にあたって、連携・協力・支援関係の機関・団体等が

ある場合は、次の区分の該当箇所に○印を付けています。また、（ ）書きで

具体的な機関・団体名を記入しています。 
区分 具体的な関係機関・団体等 
県  
市町村  

教育機関等 
保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校、大学等、教育委員

会、ＰＴＡ 
医療機関等 病院、診療所、検診機関、保健指導実施機関等 
医療保険者 国民健康保険・健康保険・政府官掌健康保険・共済組合等、保険者協議会 

職域等 
事業所、事務所・職場、飲食店、スーパーマーケット、給食施設等、労働局、

産業保健推進センター、介護支援事業者、介護保険施設等 

関係団体等 
医師会、歯科医師会、歯科衛生士会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、調理

師会、食品衛生協会、飲食店関係団体、商工会、健康運動指導士会、温泉組

合、他ＮＰＯ等 
地域組織 食生活改善推進協議会、老人クラブ、断酒会、町内会等の住民組織等 
５ 取組み内容 

   具体的な取組み内容を記入しています。 
６ 期待する成果 

   施策（事業）の実施によって期待される成果を箇条書きで記入しています。 
７ 関連数値目標 

   「山形県健康増進計画」の数値目標（各分野の後段に添付）の中から関連

する数値目標の番号を記入しています。 
８ 実施年度 

   現在の計画として、施策（事業）の実施年度に○印を記入しています。 
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第３章 各推進分野のアクションプログラム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生活習慣改善の推進 

（１）栄養・食生活 

（２）身体活動・運動 

（３）休養・こころの健康 

（４）たばこ 

（５）アルコール 
         

 

 

      

      

 

３ 疾病予防の推進 

（１）循環器病 

（２）糖尿病 

（３）がん 

（４）歯の健康 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

１ メタボリックシンドローム対策の推進 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
№１ 
県ホームページ「やまがた健康づくり情報」による普及啓発 
 

実 施 主 体 保健薬務課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（産業保健推進センター、医師会、歯科医師会、看護協会、栄養士会） 

取組み内容 

 

山形県健康増進計画に基づき県民の健康づくりを支援する

ため、県のホームページにおいて、総合的な健康づくり情報「や

まがた健康づくり情報」を発信する。 

平成２０年度からメタボリックシンドローム関連情報も加

え、今後、新たな健康づくり情報を追加し、情報の充実を図る。

 

（１）健康づくり関連情報の発信 

メタボリックシンドローム対策及び９つの推進分野に

ついて、今後、新しい健康づくり関連情報を、随時、発信

していく。 

 

（２）健康づくり関連施設情報の提供 

県民の健康づくりを支援していくため、他の健康づくり

関連ホームページとリンクし、スポーツ施設、県内温泉利

用施設等の情報を提供する。 

 

（３）市町村や国の健康づくり関連情報の提供 

市町村ホームページや厚生労働省の「ｅ－ヘルスネッ

ト」とのリンク設定により、多様な健康づくり関連情報を

提供し、県民の健康づくりを支援する。 

※ｅ-ヘルスネット：厚生労働省が一般の方を対象に正しい健康情

報をわかりやすく提供するために開設したサイト。 

期待する成果 
・ 県民一人ひとりの健康づくりの支援 
・ 県民の健康づくり情報の共有・取得 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.①～ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
№２ 
広報媒体、健康づくり 10 か条、推進月間等を活用した 
普及啓発 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所、市町村、医療保険者、関係団体等 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（小・中学校等、検診機関、事業所、食生活改善推進協議会） 

取組み内容 

 

１ 広報媒体を活用した健康づくりや生活習慣病予防に関す

る普及啓発 

・県広報誌「県民のあゆみ」等 

・県政テレビ番組「やまがたサンデー５」等 

・県政ラジオ番組「山形リビングインフォメーション」等

・市町村等においても機会を捉えて普及啓発を行う。 

２ 健康づくり 10 か条、推進月間等の普及 

健康づくり 10 か条等について、各種会議や通知の際の紹

介や、庁舎内の放送等による普及を通じて、県民への健康づ

くりの啓発ときっかけ作りとする。 

・健康づくりキャッチフレーズの周知、普及 

・やまがた夢未来健康づくり 10 か条 

・やまがた夢未来健康づくりの日（毎月 21 日） 

・やまがた夢未来健康づくり推進月間（毎年 10 月） 

３ 推進月間等を活用した健康づくりや生活習慣病予防に関

する普及啓発 

健康増進普及月間（９月）健康づくり推進月間（10 月）、

生活習慣病予防習慣（２月）等の機会に合わせて、普及啓発

活動の実施やイベント等の開催を通じ、広く県民の主体的な

健康づくりを促進する。 

期待する成果 
・ 県民ひとりひとりへの健康づくりの意識づけ 
・ 健康づくりイベント開催のきっかけづくり 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.①～ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
（事 業 名） 

№３ 
「メタボ予防フェスタ 2008」開催による普及啓発 
（庄内延年の里健康づくり事業） 

実 施 主 体 庄内保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（ショッピングセンター、健康運動指導士） 

取組み内容 

 

１ 開催趣旨 

メタボリックシンドローム及び生活習慣病の予防対策と

して、食生活、運動等の生活習慣の改善や、平成 20 年度よ

りスタートした特定健診の周知及び受診促進を目的として、

庄内地域の住民を対象とした健康啓発イベントを開催する。

 

２ 日時及び会場 

・日時：平成 20 年 6 月 14 日（土）～15 日（日） 

・会場：ショッピングセンター催事場【S-MALL（鶴岡市）】 

 

３ 開催概要 

（１）健康度チェックコーナー 

  ・健康測定機器（血管年齢等）による健康チェック 

（２）食生活の改善 

  ・食事バランスガイドや野菜たっぷりメニューの展示 

  ・野菜摂取推奨量 350ｇ（1 日の目安）の計量クイズ 

（３）運動習慣の改善 

  ・握力測定や片足立ち測定による体力チェック 

  ・健康運動指導士による運動アドバイス 

 

 ※平成２０年度事業終了 

 

期待する成果 
・メタボリックシンドロームに関する普及啓発 
・県民一人ひとりへの健康づくりの意識づけ 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.①～ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○     
 



 - 15 -

推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
（事 業 名） 

№４ 
特定健康診査・特定保健指導の普及啓発 
（生活習慣病予防・改善事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、栄養士会 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（病院・診療所、検診機関、健康組合等、事業所） 

取組み内容 

 

 特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率の向上を

図るために、県栄養士会に業務委託して普及啓発活動を行う。

 

 ○特定健康診査・特定保健指導に関する公開講座の開催 

   県内１地区１回 

 

 ○普及啓発用パンフレットの作成・配布 

   特定保健指導における食生活支援等の内容を盛り込ん

だ普及啓発用パンフレットを作成･配布し、特定保健指導の

利用を呼びかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待する成果 
・特定健康診査の受診率の向上 
・特定保健指導の実施率の向上 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.⑱、⑲、⑳ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

 ○ ○ ○  
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
№５ 
特定健康診査･特定保健指導の実施 
 

実 施 主 体 医療保険者 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（病院・診療所、検診機関、事業所、医師会、歯科医師会、看護協会、 

栄養士会） 

取組み内容 

 

メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査･特定保

健指導を実施し、生活習慣病の有病者・予備群の減少を図る。

 

１ 特定健康診査の実施 

  特定保健指導対象者を選択するための腹囲測定や血液検

査等の基本的な健診と医師の判断により必要に応じて行う

詳細な検診の実施 

 

２ 特定保健指導の実施 

  健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習

慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方

に保健指導を実施する。 

  

＜保健指導のレベル＞ 

  ・動機づけ支援 

初回面接、６ヵ月後の評価 

  ・積極的支援 

   初回面接、３ヶ月以上の継続的支援、６ヵ月後の評価

 

 

 

期待する成果 ・生活習慣の改善による生活習慣病の予防・解消 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.①～ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
（事 業 名） 

№６ 
特定健康診査･特定保健指導への取組み支援 
（山形県国民健康保険特定健康診査・特定保健指導負担金） 

実 施 主 体 地域福祉課（H20 長寿社会課） 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（病院・診療所、検診機関、事業所、医師会、歯科医師会、看護協会、 

栄養士会） 

取組み内容 

 
１ 事業の概要 

市町村国保が実施する特定健康診査及び特定保健指導に要

する経費に対し、負担金を交付する。 
２ 負担割合 

国民健康保険法第 72 条の５に基づき、県は、費用の三分の

一に相当する額を負担する。 
３ 対象事業 

(１) 特定健康診査 
40 歳から 74 歳（実施年度中に 75 歳になる 75 歳未満を

含む）までの被保険者に対する、内臓脂肪の蓄積を未然に

把握することにより、糖尿病、高血圧症、脂質異常症など

の生活習慣病の予防を図ることを目的とした健康診査。 
(２) 特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高

く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期

待できる被保険者に対して、生活習慣を見直すサポートと

して行われる保健指導。リスクの程度に応じて、「動機付

け支援」と「積極的支援」を実施。 
４ 平成 21 年度当初予算額  297,719 千円 

 

 

期待する成果 ・ 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.⑱、⑲、⑳ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
（事 業 名） 

№７ 
 県生活習慣病検診等管理指導協議会による健診事業評価 
（がん・生活習慣病早期発見推進事業） 

実 施 主 体 保健薬務課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（大学、病院・診療所、検診機関、保険者協議会、医師会） 

取組み内容 

 

山形県生活習慣病検診等管理指導協議会（部会）の開催 

（１）循環器疾患等部会の構成 

   部会の構成員は、保健所、医師会、循環器疾患等の予防

に関する知識と経験を有する者等特定健康診査等にかか

わる専門家によって構成。 

 

（２）循環器疾患等部会の運営 

市町村国保及び医療保険者が実施した特定健康診査に

おける性別、年齢階層別の受診者数及び受診率、選択実施

項目別の実施率、特定保健指導区分別人数及びその率、各

検査項目別の異常所見数及びその率等について動向を把

握し、市町村国保及び医療保険者並びに検診実施機関に対

し、健診の実施方法や精度管理の在り方等について専門的

な見地から指導・助言を行い、健診の効果や効率を評価し、

今後における特定健康診査等実施方法等について検討す

る。（開催回数：年１回） 

 

（３）健診成績表の集計・公表 

   市町村国保及び医療保険者に特定健康診査結果の成績

表の提出を求めて集計し、県ホームページで公表する。 

 

期待する成果 
・特定健康診査の精度管理の向上 
・特定健康診査の実施方法等の改善 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.⑱、⑲、⑳ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
（事 業 名） 

№８ 
特定保健指導者研修会の開催 
（食を通じた健康づくり指導者育成事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、保険者協議会、栄養士会 

連携・協力先 
県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（健康組合等、事業所） 

取組み内容 

 

平成 20 年度から始まった特定保健指導に従事する保健師及

び管理栄養士等に対し、基礎的な研修会や効果的な保健指導を

行うための指導技術の向上や評価等を内容としたフォローア

ップ研修会、スキルアップ研修会等を開催する。 

（１）技術編、計画・評価編研修（保健薬務課・保険者協議会）

健診･保健指導の研修ガイドラインに基づき、保健師及び

管理栄養士等を対象にフォローアップ研修を 2 地区で 3 日間

実施する。（平成２０年度終了） 

（２）基礎編研修（保健薬務課・保険者協議会） 

健診・保健指導の研修ガイドラインに基づく基礎編研修の

未受講者に対し、健診･保健指導の理念や、保健指導の概論

等の研修を半日実施する。（平成２０年度終了） 

（３）スキルアップ研修会の開催（保健薬務課） 

効果的な保健指導を行うための指導技術の向上や評価等

を内容としたスキルアップ研修会を３回開催する。 

＜研修内容＞ 

・指導事例の検討 

・レセプトの分析と特定保健指導への活用方策等 

（４）特別分野認定研修の実施（栄養士会） 

保健指導実践者育成研修「基本研修」並びに「保健指導実

践者研修」を実施し、修了者を「特定保健指導担当管理栄養

士」として認定する。（平成２０年度終了） 

期待する成果 ・特定保健指導者の資質向上 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.⑲ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
（事 業 名） 

№９ 
市町村健康増進事業、評価検討会の実施 
（保健事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所、市町村 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（病院・診療所、検診機関、医師会、歯科医師会、看護協会、栄養士会） 

取組み内容 

 

１ 市町村の健康増進事業の実施（県補助事業） 

  管内の原則４０歳以上の者を対象に次の事業を行う。 

①健康手帳の交付、②健康教育、③健康相談、④機能訓練、

⑤訪問指導、⑥歯周疾患検診、⑦骨粗鬆症検診、 

⑧肝炎ウイルス検診、⑨がん検診 

⑩生活保護受給者等の健康診査・保健指導 

 

２ 健康増進事業評価検討会の開催 

（１）内容 

各保健所において、管内市町村の健康増進事業の実施結

果を踏まえ、次のような事業評価及び課題検討を行う。 

①必要な知識と保健指導方法の取得を図るための研修 

②情報の共有化による保健指導の充実 

③より効果的・効率的な事業実施方法の検討 

④疾病予防のためのポピュレーションアプローチとハイ

リスクアプローチの連携による保健指導の検討 

（２） 対象者 

①市町村の健康増進事業に従事する者 

②市町村の保健師、管理栄養士等で各種保健指導に従事す

る者 

 

期待する成果 
・ 地域の健康課題を踏まえた事業の見直し 
・ 効果的な保健指導の習得 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.①～⑰、⑳～ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１０ 
地域・職域連携推進協議会による課題検討、情報の共有化 
（メタボリックシンドローム対策等連携推進事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（大学、検診機関、保険者協議会、産業保健推進センター、医師会、 

歯科医師会、看護協会、栄養士会） 

取組み内容 

 

地域保健関係者（市町村、保健所関係者）と職域保健関係者

（事業所や労働局の関係者）が連携して効果的に健康づくりを

進めていくため、次のことに取り組む。 

 

１ 山形県地域・職域連携推進協議会の開催 

地域保健、職域保健、保健福祉医療関係団体、学識経験者

の代表者で構成される協議会を開催し、次の事項について、

意見交換等協議を行う。（年２回開催） 

・保健事業の把握と連携方法について 

・健康情報の現状把握と共有化 

・健康づくりや保健事業に関する課題の検討 

 

２ 二次保健医療圏地域・職域連携推進協議会の開催 

保健所（二次保健医療圏）単位に地域保健、職域保健、健

康づくり関係機関から構成される協議会を開催し、次の事項

について、意見交換等協議を行う。（年２回開催） 

・地域の保健事業の実施状況の把握 

・地域保健と職域保健の連携について 

  ・保健事業関係の普及啓発事業について 

 

期待する成果 
・健康課題の解決に向けた連携の推進 
・地域保健・職域保健相互の情報の共有化 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.⑱、⑲、⑳ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 メタボリックシンドローム対策 

施 策 名 

（事 業 名） 

№１１ 

地域保健事業連絡協議会による特定健診等の事業評価等 

（保健所管理運営費） 

実 施 主 体 置賜保健所 

連携・協力先 

（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 

職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 

（検診機関、医師会） 

取組み内容 

 

置賜地域保健事業連絡協議会の開催 

 

検診事業の枠組みが大きく変わったことを受け、市町におけ

る特定健康診査及び特定保健指導を円滑かつ効果的に推進す

るための方策や管内における糖尿病対策について協議検討し、

管内住民の健康増進に資することを目的として開催する。 

・構成 管内の医師会の推薦する者（医師） 

管内各市町担当課長、検診センター副所長 

置賜保健所長 

 

１ 置賜地域保健事業連絡協議会・市町連絡会議の開催 

（１）特定健康診査・特定保健指導の効果的な推進方策を検討

するための協議会(特定健康診査等計画策定の進捗状況に

ついて)                  （年１回） 

（２）糖尿病対策についての連絡会議     （年１回） 

 

２ 特定保健指導に係る市町支援研修会の開催 

（協議会との併催：年１回） 

・ 特定保健指導に関する講演や情報交換等 

 

 ※平成２０年度事業終了 

 

期待する成果 ・特定健診・特定保健指導の円滑な実施 

関連数値目標 
（Ｐ23～26 参照） 

No.⑱ ⑲ ⑳ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○     
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№４ 
食育県民運動の展開 
（食育推進事業） 

実 施 主 体 新農業推進課（H20 農政企画課） 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（関係機関・団体等、地域の各種団体） 

取組み内容 

 
食育計画に基づく食育県民運動を推進するため、地域全体で

食育を推進する体制の整備、県民に対する食育の普及啓発、地

域の食育実践に対する支援などを実施する。 
１ 全県的な食育県民運動推進体制の構築 
（１）「食育県民運動推進本部」の運営 
（２）食育県民運動地域推進組織の運営 
２ 食育の啓発 

食育啓発事業を実施し、食育県民運動を県全体で推進するととも

に、地域レベルで食育実践の機運を盛り上げ、県民の食育実践の意識

を高める。 
（１）食育県民運動推進大会の開催 

食育実践表彰式、講演、パネルディスカッション等 
（２）食育実践表彰 

食育計画における４つの柱の観点から、食育実践の優良事例でモデ

ルとなるものを表彰 
（３）キッズのための食育推進事業 

就学前児童とその保護者が一緒に学べる食育読本の配布 
（４）地域食育フェアの開催 

食育活動の展示、講演等を内容とする総合食育展を４地域で開催 
３ 地域の取組みに対する支援 

地域の様々な食育活動への支援により活発化を図る。 
食育活動支援事業(補助事業) 
食育推進計画策定に取り組む市町村(策定した市町村を含む)が推薦

する域内団体が行う食育推進の取組みへの補助 

期待する成果 ・「食」がさかえ、「食」が働く夢未来やまがたの実現 
関連数値目標 

（Ｐ48～49 参照） 
No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○   
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№５ 
食に関する教育の充実 
（いのち輝く食育推進事業） 

実 施 主 体 スポーツ保健課（H20 教育庁総務課） 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（小・中学校、高等学校、ＰＴＡ、地域の各種団体） 

取組み内容 

１ 学校食育推進会議の開催 

  全ての学校が共通認識を持って食育に取り組むため、学校関

連団体等から構成される、学校における食育推進のための会議

を開催する。 

２ 学校食育推進研修会の開催 

  学校の食育を担当する教職員を対象に、食育の全体計画や年

間指導計画の作成等について研修を行う。 

３ 栄養教諭を中核とした食育推進事業 

栄養教諭が中心となり、農業体験で地域の生産者に栽培指導

をいただいたり、家庭への食育の普及のためにＰＴＡと連携し

て料理教室や講演会を開催したりするなど、家庭や地域と連携

協力を図りながら、小・中学校における食育を推進するための

実践的な取組みを行う（平成 21 年度：１市予定）。 

４ 学校と家庭･地域との連携事業 

  学校における食育を家庭や地域との連携により推進する。 

（１）学校における食育の推進に必要な地域人材の外部講師を学

校に派遣する。 

（２）家庭(保護者)や地域団体が学校と連携して行う食育活動に

助成を行い支援する。 

５ 高等学校食育指導者養成事業 

高等学校における食育指導者を養成し、校内における食育の

推進を図る。４地域ごとに年２回実施。（平成２０年度終了） 

期待する成果 
・学校における食育の定着 
・学校、家庭、地域の連携による総合的な食育の波及 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、⑥ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○   
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事業名） 

№６ 
保育園の食育計画づくりによる食育の推進 
（保育園における食育支援事業） 

実 施 主 体 村山保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（保育所、幼稚園） 

取組み内容 

 

保育所・家庭・地域が連携しながら保育園における食育が推進

されるよう、専門家の助言を得ながらワーキンググループにより

保育園での食育計画づくりの方策等についての検討を行う。 

また、モデル保育園での検証を行いながら、各保育園での食育

事業実施の参考となるよう実践事例を用いた「保育園の食育計画

づくりガイドライン」を作成する。 

 

１ ワーキンググループによる検討会の実施 

・構 成 保育園の管理栄養士・栄養士、保育士、調理師等食

育担当者及び市町福祉主管課栄養士等 ８名程度 

 ・助言者 大学教授 等 

 ・回 数 年 3 回程度 

 ・内 容 ①保育指針及び食育指針に基づく食育計画づくり 

②食育計画に基づいた食育事業の実施について 

③モデル保育園での食育プログラムの検証について

④「保育園の食育計画づくりガイドライン」の作成

 

２ モデル保育園での検証 

・施設数 管内１～２施設 

 ・内 容 ①各保育園の保育計画と合致した食育年間計画を作

成し、計画にそった事業を実施する。 

②事業前後及び内容について評価を行う。 

期待する成果 
・ 各保育園における食育計画策定の増加 
・ 保育園、家庭における食育の推進 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

 ○ ○   
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№７ 
地域における食育教室の開催 
（生活習慣病予防・改善事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、栄養士会 

連携・協力先 
県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
 

取組み内容 

 

食育の推進及びメタボリックシンドロームの予防･解消のた

めに、栄養・食生活に関する食育教室を開催する。 

 

○対 象 者 ２０歳～７５歳未満までの県民 

※２０歳～４０歳未満 

特定健康診査対象年齢（４０歳～７５歳未満）

 

 ○実施回数 ８箇所 

 ○内  容 ＜参考例＞ 

講話 

・メタボリックシンドロームと食生活  

・特定健康診査・保健指導について 

実技 

・調理実習 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待する成果 
・地域における食育の定着 
・メタボリックシンドロームに関する普及啓発 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑦、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

 ○ ○ ○  
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
№８ 
職場等の給食施設を活用した食生活改善の推進 
 

実 施 主 体 村山保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（給食施設（食堂）を持つ事業所） 

取組み内容 

 

１ 特定給食施設等への栄養管理指導時にあわせ、喫食者（対

象者）に、食生活改善に関する情報提供の方法等について指

導・助言する。 

（１）対象施設 

   給食施設（食堂）を持つ事業所 年間 10 箇所程度 
（２）指導・助言の実例 

   情報提供方法：食堂掲示板の活用 

・献立の栄養成分表示、食事バランスガイド表示 

・メタボリックシンドロームとは、 

・メタボリックシンドロームの予防とヘルシーメニュー 

・ヘルシーメニューのご案内 

・アルコールの上手な取り方、タバコの害について 

・よく食べる外食のカロリーと塩分一覧  など 

２ 特定給食施設の管理栄養士・栄養士等を対象に研修会を開

催し、先進事例等を紹介する。 

（１）開催時期 

    ２月頃 

（２）研修内容 

   ・特定健診、特定保健指導の実際 

・健診結果と効率的な指導方法 

・指導の実際（教材、指導媒体の紹介と使用方法） 

 

期待する成果 
・喫食者である従業員への適切な食習慣の普及啓発 
・メタボリックシンドロームに関する普及啓発 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
№９ 
食生活関連ボランティアの育成・支援 
 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所、市町村 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織      ※該当箇所に○印 
（山形県・市町村食生活改善推進協議会） 

取組み内容 

 

食生活改善推進員の育成及び活動支援 

１ 食生活改善推進員の養成 

  市町村において、地域における健康づくり推進の担い手と

なる「食生活改善推進員」を養成する講習会を開催する。 

 ＜講座内容＞ 

・ 食生活改善推進員と地区組織活動 

・ 国民の健康状況と生活習慣病予防 等 ２０時間以上 

 

２ 食生活改善推進員の活動支援 

  市町村の養成講習会を修了した方から組織される山形県

食生活改善推進協議会の普及活動に対し、保健薬務課、保健

所及び市町村が協力、助言等を行う。 

・市町村  ：各市町村で養成した団体（44 団体）の活動 

       に対する協力、助言 

 ・保健所  ：山形県食生活改善推進協議会の４つの地区 

レベルの活動に対する協力、助言 

・保健薬務課：山形県食生活改善推進協議会の県レベルの 

活動に対する協力、助言 

＜主な活動支援＞ 

・組織運営、自主事業への助言、協力 

・各種研修会における内容の検討、調整等 

期待する成果 
・食生活改善推進員の資質の向上と食生活改善活動の円滑 

な実施 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.⑩ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１０ 
健康や栄養に関する学習の場の設置 
（食の安全・安心出張セミナー） 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（地域の各種団体等） 

取組み内容 

 

 食の安全・安心に関する情報提供の推進と学習・意見交換の

機会の充実を図るため、県の担当職員が直接訪問する出張セミ

ナーを開催する。 

 

＜健康づくりに関するテーマ＞ 

①４０歳代～５０歳代の働き盛りにおける食生活について 

生活習慣病予防のためには、適正体重の維持が重要とな

ることから、肥満を是正できる適切な食生活（食事バラン

スガイドなどを活用）について説明する。 

 

②外食料理栄養成分表示の取組みについて 

外食利用者が、自らの健康管理を行いながら賢く食べる

ための栄養成分表示の取組みについて説明する。 

 

③各年代に応じた食生活について（食育の推進） 

各年代における健康課題から、健康づくりや生活習慣病

予防のための適切な食生活について、食事バランスガイド

などを活用し説明する。 

 

 

 

期待する成果 ・県民の適切な食習慣の定着 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
№１１ 
食事バランスガイド等による食生活改善の普及啓発① 
 

実 施 主 体 食品安全対策課、保健薬務課、農政企画課、スポーツ保健課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等・関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（栄養士会、食生活改善推進協議会） 

取組み内容 

 

食育推進、食生活改善の一環として、県政ギャラリー、各種

研修会、イベント等において、食育や食生活の改善に関する情

報を発信する。 

 

＜平成２０年度 県政ギャラリーからの情報発信例＞ 

○４月実施分 パネル等の掲示・配置 

・「ぺこぺこぺろり」（食育絵本）   （食品安全対策課）

・「やまがた夢未来健康づくりプラン」 （保健薬務課） 

・「地域・食生活健康情報ステーション」（  同上  ） 

・「外食料理の栄養成分表示」     （  同上  ） 

・「わが町の食事バランスガイド」   （  同上  ） 

・「夢未来やまがた食育計画について」 （農政企画課） 

・「いのちの教育について」       （スポーツ保健課）

 

○９月実施分 パネル等の掲示・配置 

・「いっしょに作ろう 食べよう 朝ごはんコンテスト」 

（平成 19 年度実施）の優秀作品  

・食事バランスガイド関連パンフレットの配置 

 

 

 

期待する成果 ・県民の適切な食習慣の定着、健康づくりの促進 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１１ 
食事バランスガイド等による食生活改善の普及啓発② 
（健康づくりの里もがみ推進事業） 

実 施 主 体 最上保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（事業所） 

取組み内容 

 

健康づくり情報リーフレットの作成及び活用 
 

管内の健康づくりに関する情報を盛り込んだリーフレット

を作成し、リーフレットの活用により効果的な健康教育を推進

する。 

 

＜リーフレットの内容＞ 

  食生活の見直しや運動習慣を取り入れるための手助けと

して、最上地域の運動施設や生活習慣の改善のポイントなど

の健康に関する情報を掲載し、気軽に身体活動量を増加する

工夫を解説する。 

リーフレットは、携帯しやすい手帳サイズにし、運動や食

事についての具体的なチェック項目欄を設け、日常生活に活

用できるものとする。 

 

※平成２０年度取組み終了 

 

 

 

 

 

期待する成果 
・県民の適切な食習慣の定着 
・県民の健康づくり実践者の増加 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○     
 



 - 43 -

推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１１ 
食事バランスガイド等による食生活改善の推進③ 
（ おきたま“地域食育力”向上事業 ） 

実 施 主 体 置賜保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（飲食店関係団体、給食施設、栄養士会） 

取組み内容 

家庭・学校・地域における食育推進運動「野菜は１日５つ（70

ｇを５つ分）食べよう！」の実施 

野菜の摂り方に関する普及啓発を中心に、関係機関と連携

し、若い世代（大学生や事業所従業員等）や地域住民へ、より

具体的・実践的に食育を推進する。    

１ 普及講習会 

（１）時 期 平成２０年１０月・１１月    ２回 

（２）会 場 置賜総合支庁 ２階講堂 

（３）対象者 給食施設、飲食店、宿泊施設従事者等 

約１２０人 

（４） 内 容 外食料理栄養成分表示、ヘルシーメニュー表示、

食事バランスガイド普及に関する講習会 

２ 体験学習会 

（１）時 期 平成２０年６月から１２月まで  ７回 

（２）会 場 事業所、山形大学工学部食堂、置賜保健所等 

（３）対象者 大学生、事業所・給食施設従業員   
（４）内 容 

① 食事バランスガイド（野菜を１日に５つ食べること）の普及

② 野菜１つ分の試食（１つ分 70ｇの野菜盛り付け小鉢の活用）

③ 適塩濃度の味噌汁の試飲 

④ アンケート調査の実施 

 ⑤ 調理実習 

※平成２０年度事業終了 

期待する成果 ・県民の適切な食習慣の定着 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○     
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１２ 
栄養･食生活関連事業研修会の開催 

（栄養・食生活関連事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校、給食施設(病院/一般)、事業所） 

取組み内容 

 

地域の栄養・食生活関連事業に関する関係機関等との連携及

び事業の効果的・効率的な実施を図るため、各保健所管内の栄

養・食生活関連事業に携わる職員の資質の向上を図ることを目

的とした研修会を開催する。 

 

（１）実施回数 

各保健所 年２回 

（２）参集者 

  市町村、学校、職域等において、栄養・食生活関連 

事業に携わる職員 

（３）研修内容 

初回は、栄養・食生活関連事業に関する情報交換を行

うとともに、少人数のグループワークにより、効果的な

事業実施のための連携方策及び課題検討を行う。 

初回の検討結果を踏まえ、各分野で実施した事業につ

いて事例の発表(事業効果、実施上の課題・問題点)等を

行い、より効果的・効率的な事業の実施に向けた検討を

行う。 

 

 

 

期待する成果 
・栄養･食生活関連事業担当者の資質向上 
・関係機関の連携した事業の展開 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.⑦、⑩ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１３ 
健康や栄養に関する調査と健康情報の発信 
（国民･健康栄養調査事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織      ※該当箇所に○印 
（町内会） 

取組み内容 

 

健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生

活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進

を図るための基礎資料を得るために、国民･健康栄養調査を実

施する。 

 国からの受託事務として県で実施し、調査結果は、県の比較

資料として普及啓発の際に活用を図るほか、調査対象者へは、

調査結果を踏まえた事後指導を行う。 

１ 調査内容 

（１）身体状況調査 

医師等が、調査項目の計測及び問診を実施する。 

（項目：身長･体重、腹囲、血圧、歩行数、血液検査、問診） 

（２）栄養摂取状況調査 

    調査員である管理栄養士等が世帯を訪問し、面接の

上、記入方法を指導して作成する。 

（項目：世帯状況、１日分の食事状況、１日分の食物摂取状況）

（３）生活習慣調査 

    被調査者本人が記入 

（項目：食生活、身体活動・運動、休養（睡眠）、飲酒、喫煙、

歯の健康等の状況 

２ 調査地区：毎年２～３地区で実施 

 

期待する成果 
・栄養、食生活の現状及び課題の把握 
・被調査者の食生活等の改善 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 栄養・食生活 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１４ 
特定給食施設等への栄養管理指導の実施 
（特定給食施設等指導） 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織    ※該当箇所に○印 
（特定給食施設等） 

取組み内容 

 

 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対

し、栄養管理の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知

識の向上及び食品の調理法の改善等について栄養指導員（医師又

は管理栄養士）が指導及び助言を行う。 

 

 ・特定給食施設等への巡回指導の実施 

 ・研修会の開催による集団指導の実施 

 ・給食施設栄養管理報告書による指導・助言 

 

 

※特定給食施設 

継続的に１回 100 食以上又は１日 250 食以上の食事を供給

する施設。 

 

※特定給食施設からの報告書の提出 

健康増進法第 24 条の規定に基づき、法第 22 条に基づく特

定給食施設への指導・助言を行うため、報告書の提出を求

める。 

 

 

 

期待する成果 
・特定給食施設等の利用者（県民）の健康づくりの促進 
・望ましい食事内容の給食体験を通じ、利用者（県民）の食に

関する自己管理能力の向上 
関連数値目標 

（Ｐ48～49 参照） 
No.①、②、③、④、⑤、⑦、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 栄養･食生活 

施 策 名 
№１５ 
地域の食生活改善の推進 
 

実 施 主 体 山形県食生活改善推進協議会 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織    ※該当箇所に○印 
（保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校） 

取組み内容 

 
１「よい食生活をすすめるためのグループ講習会」 

地域の住民を対象に牛乳・乳製品の摂取を高めるための食生活改

善講習会をすべての市町村地区団体が実施する。 

２「スポーツ少年と食育」 

  スポーツ少年とその保護者を対象にスポーツと食育をテーマにし

た食育事業を 6 つの市町村地区団体が実施する。 

３「子どものための食育活動」 

  子どもを対象に調理実習をとおして正しい生活リズムやバランス

のとれた食生活の大切さを普及するための講習会を実施する。 

４「男性･高齢者の自立のための食育講座」 

  男性･高齢者を対象に食の自立を計るため、調理を含めた食生活講

座を実施する。 

 ※３、４の事業は、すべての市町村地区団体が選択して実施する。 

５「ヘルスサポーターの育成」 

  中学生から高齢者までの住民を対象に、メタボリック症候群対策を

軸に、運動習慣の定着と食生活の改善を徹底するため、ヘルスサポー

ターの育成を 28 の市町村地区団体が実施する。 

６「おやこの食育教室」 

  保育園、幼稚園及び小学生の親子を対象に、よい食習慣で健康なか

らだをつくるための調理講習会を 20 の市町村地区団体が実施する。

７「男性のための料理教室」 

  30 歳以上の男性･高齢者を対象に、生活習慣病の予防を目的とした

料理講習を 10 の市町村地区団体が実施する。 

８「食育推進事業」 

  毎月 19 日は｢食育の日｣を掲げ、6 月から 3 月の 10 回、普及啓発活

動を実施する。 
 

期待する成果 ・ 地域における各世代に応じた食生活の改善 

関連数値目標 
（Ｐ48～49 参照） 

No.①、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
（事 業 名） 

№４ 
健康運動指導者研修会の開催 
（生活習慣病対策推進事業） 

実 施 主 体 保健薬務課、保健所 

連携・協力先 
県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（健康運動指導士会） 

取組み内容 

  

県民の健康づくり対策を推進するため、市町村や保健所が行う「健

康づくりのための運動事業」に指導者として従事する者が、事業に

必要な医学的・運動生理学的知識及び指導方法等の技術を習得する

ことによる資質の向上と、「１日１％でできる運動メニュー」の習得

を図るため、研修会を開催する。 

 

（１）開催回数 

 ２地区（村山・置賜 ／ 最上・庄内）で各１回 

 

（２）対象 

①市町村、保健所において、健康づくりのための運動指導に従

事する者 

②市町村、保健所の健康運動指導士及び健康運動実践指導者 

 

（３）内容 

 講義及び実技 

 

 

 

 

 

 

期待する成果 
・健康づくりのための運動指導者の資質の向上 
・県民への安全･安心な運動習慣の定着 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.⑤ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
№５ 
運動関連ボランティアの育成・支援 
 

実 施 主 体 市町村 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織      ※該当箇所に○印 
（健康運動指導士会、市町村運動普及推進協議会等） 

取組み内容 

 

 運動普及推進員の育成及び活動支援 

 

１ 運動普及推進員の養成 

  該当市町村において、健康づくりのための運動を普及してい

ただくボランティアを養成する講座を開催する。 

 

 ＜講座内容＞ 

・健康づくりのための運動に関する講義 

・実技（ストレッチ体操、ウオーキング、体力測定など） 

 

２ 運動普及推進員の活動支援 

  該当市町村において、養成講座を修了した方から組織される

運動普及推進協議会等の普及活動に対し、協力、助言等を行う。

 

＜主な活動支援＞ 

  ・組織運営への助言、協力 

・各種研修における内容の検討、講師派遣・調整等 

  ・市町村事業、公民館行事等における普及活動の実施 

  ・自主事業への協力、参加 

 

 

期待する成果 
・県民への健康づくりのための運動の普及 

・県民の運動習慣の定着 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
№６ 
運動施設、公共施設等の活用促進のための情報提供① 
 

実 施 主 体 （社）山形県観光物産協会、市町村 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（市町村の観光協会等） 

取組み内容 

 

山形県観光総合情報サイト「やまがたへの旅」による情報提供

 

市町村内で開催されるイベントなどについては、各市町村の観

光関係課がホームページの更新を行い、タイミングを逃すことな

く情報提供を行う。 

 

・市町村などで予定されている祭事やイベントの情報を 

「祭り・イベント」の分類でまとめて提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待する成果 
・県民の総合的な運動施設等に関する情報の把握 
・県民の運動施設、公共施設等の活用による運動機会の増加 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
（事 業 名） 

№６ 
運動施設、公共施設等の活用のための情報提供② 
（広域スポーツセンター事業） 

実 施 主 体 スポーツ保健課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（市町村教育委員会、スポーツ・レクリエーション関係団体、体育協会） 

取組み内容 

地域住民のニーズに即したスポーツ環境の整備 
１ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援 

地域住民が生涯にわたってスポーツに親しむことのできる「総合型

地域スポーツクラブ」を県内全市町村に創設・育成するための指導・

支援を行う。 
２ 創設・育成支援のための諸会議の開催 
（１）広域スポーツセンター企画運営委員会 

県内のスポーツ・レクリエーション関係団体、教育関係団体、県体

育協会、クラブ代表者等が一堂に会し、地域住民の生涯にわたってス

ポーツに親しむことのできる環境づくりのための体制整備に向けた会

議を行う。（年１回） 
（２）地域広域スポーツセンター運営委員会 

県内四地区で、市町村教育委員会、スポーツ関係団体、クラブ代表

者等が、地域住民のスポーツ環境に関する情報交換やスポーツ環境の

整備に向けた会議を行う。（年１回） 
（３）地区総合型地域スポーツクラブ創設・育成支援会議 
   各地区においてクラブ創設に係る課題やクラブ設立後の具体的な育

成支援方策について、意見交換を行う。 
３ スポーツ情報の提供 

山形県広域スポーツセンターホームページ「スポネットやまがた」の

充実を図り、広域スポーツセンターの事業内容及び総合型地域スポーツ

クラブの活動状況等を広報するとともに、指導者情報、施設情報、スポ

ーツ行事情報、各種助成金情報等の提供を行う。（地区別、市町村別、施

設内容等の情報提供） 

期待する成果 
・県民のスポーツ活動等に結びつく情報の活用促進 
・県民のスポーツ参加の促進 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○  
 



 - 57 -

推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
（事 業 名） 

№６ 
運動施設、公共施設等の活用促進のための情報提供③ 
（健康づくりの里もがみ推進事業） 

実 施 主 体 最上保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（事業所） 

取組み内容 

 

健康づくり情報リーフレットの作成及び活用（再掲） 
 

管内の健康づくりに関する情報を盛り込んだリーフレットを作

成し、リーフレットの活用により効果的な健康教育を推進する。

 

＜リーフレットの内容＞ 

  食生活の見直しや運動習慣を取り入れるための手助けとし

て、最上地域の運動施設や生活習慣の改善のポイントなどの健

康に関する情報を掲載し、気軽に身体活動量を増加する工夫を

解説する。 

リーフレットは、携帯しやすい手帳サイズにし、運動や食事

についての具体的なチェック項目欄を設け、日常生活に活用で

きるものとする。 

 

※平成２０年度取組み終了 

 

 

 

 

 

期待する成果 
・県民の適切な運動習慣の定着 
・県民の健康づくり実践者の増加 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○     
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
№７ 
スポーツ、トレッキング等に関する情報提供① 
 

実 施 主 体 （社）山形県観光物産協会、市町村 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（市町村の観光協会等） 

取組み内容 

 

山形県観光総合情報サイト「やまがたへの旅」による情報提供

 

市町村内で開催されるイベントなどについては、各市町村の観

光関係課がホームページの更新を行い、タイミングを逃すことな

く情報提供を行う。 

 

・市町村などで予定されている祭事やイベントの情報を 

「祭り・イベント」の分類でまとめて提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待する成果 
・県民のスポーツ、トレッキング等情報の把握 
・県民のスポーツ、トレッキング等への参加による運動機会の 

増加 
関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
（事 業 名） 

№７ 
スポーツ、トレッキング等に関する情報提供② 
（広域スポーツセンター事業） 

実 施 主 体 スポーツ保健課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織      ※該当箇所に○印 
（市町村教育委員会、スポーツ・レクリエーション関係団体、体育協会） 

取組み内容 

地域住民のニーズに即したスポーツ環境の整備 
１ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援（再掲） 

地域住民が生涯にわたってスポーツに親しむことのできる「総合型

地域スポーツクラブ」を県内全市町村に創設・育成するための指導・

支援を行う。 
２ 創設・育成支援のための諸会議の開催（再掲） 
（１）広域スポーツセンター企画運営委員会 
   県内のスポーツ・レクリエーション関係団体、教育関係団体、県体

育協会、クラブ代表者等が一堂に会し、地域住民の生涯にわたってス

ポーツに親しむことのできる環境づくりのための体制整備に向けた会

議を行う。（回数：年１回） 
（２）地域広域スポーツセンター運営委員会 
   県内四地区で、市町村教育委員会、スポーツ関係団体、クラブ代表

者等が、地域住民のスポーツ環境に関する情報交換やスポーツ環境の

整備に向けた会議を行う。（回数：年１回） 
（３）地区総合型地域スポーツクラブ創設・育成支援会議 

各地区においてクラブ創設に係る課題やクラブ設立後の具体的な育

成支援方策について、意見交換を行う。 
３ スポーツ情報の提供（再掲） 
   山形県広域スポーツセンターホームページ「スポネットやまがた」

の充実を図り、広域スポーツセンターの事業内容及び総合型地域スポ

ーツクラブの活動状況等を広報するとともに、指導者情報、施設情報、

スポーツ行事情報、各種助成金情報等の提供を行う。 
①スポーツイベント情報、②ローカルメディアの積極的活用 

期待する成果 
・県民のスポーツ活動等に結びつく情報の活用促進 
・県民のスポーツ参加の促進 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○  
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
№８ 
介護予防体操「花の山形！しゃんしゃん体操」の普及 
 

実 施 主 体 長寿社会課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（介護支援事業者、介護保険施設、老人クラブ、ＮＰＯ法人） 

取組み内容 

 

１ 介護予防普及啓発プロモーション事業の実施 

  ・体操指導の出前講座（山形県社会福祉士会に委託） 

 

２ 県イベント等での体操の紹介（体操指導・実践） 

  ・認知症予防セミナー、仙人講座、ねんりんピック等 

 

３ 介護予防体操の継続評価研究（保健医療大学） 

・体操の評価検証（保健医療大学との連携） 

・事業は保健医療大学で実施 

※平成２０年度事業終了 

 

４ 市町村の健康教室・イベント等での体操普及及び実践活動の

働きかけ 

・機会を捉えての随時の依頼 

 

５ ＮＰＯ法人・老人クラブ等地域活動における体操普及及び実

践活動の働きかけ 

・機会を捉えての随時の依頼 

 

期待する成果 
・高齢者の運動習慣者の増加 
・日常生活における運動量増加による介護予防効果 
・高齢者の生活の質の維持・向上 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 身体活動・運動 

施 策 名 
（事 業 名） 

№９ 
冬季に実践できる運動・スポーツの普及推進 
（広域スポーツセンター事業） 

実 施 主 体 スポーツ保健課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織       ※該当箇所に○印 
（市町村教育委員会、スポーツ・レクリエーション関係団体、県体育協会） 

取組み内容 

 

冬季に実践できるスポーツ環境の整備 

 

１ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援（再掲） 

地域住民が生涯にわたってスポーツに親しむことのできる

「総合型地域スポーツクラブ」を県内全市町村に創設・育成

するための指導・支援を行う。 

 

２ 普及推進のための研修会の開催 

   クラブ関係者、市町村教育委員会、スポーツ・レクリエー

ション関係団体等を対象に、プログラムの開発や指導方法な

どスポーツに親しむことのできる環境づくりのための情報交

換ができる研修会を開催する。（実施回数：年１回） 

 

３ スポーツ情報の提供（再掲） 

   山形県広域スポーツセンターホームページ「スポネットや

まがた」の充実を図り、広域スポーツセンターの事業内容及

び総合型地域スポーツクラブの活動状況等を広報するととも

に、指導者情報、施設情報、スポーツ行事情報、各種助成金

情報等の提供を行う。 

・スポーツイベント情報の提供 

 

期待する成果 
・県民のスポーツ参加の促進 
・県民のスポーツ活動等に結びつく情報の活用促進 

関連数値目標 
（Ｐ62 参照） 

No.①、②、③、④ 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○  
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推 進 分 野 休養・こころの健康 

施 策 名 
（事 業 名） 

№１ 
温泉地、温泉施設に関する情報の提供 
 

実 施 主 体 （社）山形県観光物産協会 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（各温泉旅館組合） 

取組み内容 

  

山形県観光総合情報サイト「やまがたへの旅」による情報提供

 

温泉地などで行っているイベントなどについては、温泉旅館組

合などがホームページの更新を行い、タイミングを逃すことなく

情報提供を行う。 

・各温泉地が行う事業やイベントの情報を「温泉地からのお知

らせ」として提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待する成果 ・県民のくつろぎの場、機会に関する情報収集の促進 

関連数値目標 
（Ｐ71 参照） 

No.① 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 休養・こころの健康 

施 策 名 
№２ 
芸術文化事業の実施・支援 
 

実 施 主 体 文化振興課 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（各芸術文化団体((財)山形県生涯学習文化財団、山形県芸術文化会議、 

山形交響楽団 外)） 

取組み内容 

 

１ 指定管理者制度を導入している県民会館、置賜文化ホール及

び文翔館において、引き続き良質の芸術文化鑑賞の機会を提供

する。 

・「山形県トップコンサート」や「山形県少年少女合唱祭」など

の各種芸術文化事業の実施促進 

 

２ 県内文化団体や市町村が行う芸術文化事業に対して支援し、

県民の文化活動のレベルアップや意識の醸成を図る。 

・美術館・博物館が行う企画展示事業等への支援 

・山形交響楽団を活用して市町村が実施する事業等への助成 

・県民芸術祭の開催 

 

期待する成果 ・リラクゼーションの場、機会の充実・増加 

関連数値目標 
（Ｐ71 参照） 

No.① 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
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推 進 分 野 休養・こころの健康 

施 策 名 
（事 業 名） 

№３ 
子育て相談窓口の設置・運営 
（地域子育て支援拠点事業） 

実 施 主 体 子育て支援課、市町村 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（ＮＰＯ等） 

取組み内容 

 

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、地域子育

て支援拠点を設置し、子育て家庭等に対する育児不安等への相談

指導や子育て親子の交流広場の設置等を実施する。 

 

（１）基本事業 

①子育て親子の交流促進     ②子育て相談 

   ③子育て支援に関する情報提供  ④講習等の実施 

（２）類型 

・ひろば型 

常設のつどいの場を開設して基本事業を実施し、また、

出張型ひろばの実施や地域との交流活動を実施 

・センター型 

専任の保育士等により、基本事業のほか、公民館や公園

等に出向いて親子交流など地域支援活動を実施 

・児童館型 

児童館における学齢児が来館する前の時間を活用してつ

どいの場を設け、子育て家庭への支援を実施 

※20 年度実績 68 箇所、21 年度までの目標 74 箇所 

 

期待する成果 
・子育てに関する相談、援助など子育て支援機能の充実 
・子育て親子の交流の促進 
・地域の子育て関連情報の提供 

関連数値目標 
（Ｐ71 参照） 

No.① 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
 



 - 66 -

推 進 分 野 休養・こころの健康 

施 策 名 
№４ 
ストレスの解消法とサポートに関する普及啓発 
 

実 施 主 体 精神保健福祉センター、保健所 

連携・協力先 
（名   称） 

県、市町村、教育機関等、医療機関等、医療保険者、 
職域等、関係団体等、地域組織     ※該当箇所に○印 
（事業所） 

取組み内容 

 

１ 市町村への心の健康に関する研修会の開催（保健所） 

正しい知識の普及を図るとともに、市町村で取組んでいる健

康教室等とのタイアップにより、他の健康づくりの推進と連携

しながら、県民へストレス解消法等の普及啓発を推進する。 

 

２ メンタルヘルス研修会等の開催 

（精神保健福祉センター、保健所）

働き盛り世代を対象としたメンタルヘルス研修会や出前講座

を通じ、ストレス解消法やストレス対策の重要性の普及啓発を

行い、職域や地域でのストレス対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待する成果 ・県民への適切なストレス解消に関する普及啓発 

関連数値目標 
（Ｐ71 参照） 

No.① 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
実 施 年 度 

○ ○ ○ ○ ○ 
 




